


消費者金融業界を襲った「過払い金 返還請求」の激増については、皆さんもニュース等ですでにご存知だと
思います。消費者金融大手のアイフルが倒産の危機に追いやられたのも、この「過払い金返還請求」の激増
により業績が悪化した為です。
しかし、これは対岸の火事ではありません。次に狙われているのは、企業への「残業代請求」なのです。
労働者の代理人とな弁護士・司法書士から見ると、「残業代請求」のメリットは次のような事が考えられます。

　□働き方改革によって、世間の残業への目が厳しくなり、訴える心理的ハードルが低下
　□残業代請求は、労働者保護の観点から、企業側の反論が認められにくい
　□単純な計算で請求額が確定できる
　□企業への請求であるので、回収のリスクが低い

すでに、電車内の広告やインターネットのキーワード広告にも残業代請求を促すものが見受けられます。
また、是正勧告により、過去２年間遡って、しかも集団で当時の水準で残業代支払いの勧告をされたなら、
間違いなく会社の屋台骨は揺らぎ下手をすれば倒産の憂き目を見る事になります。

さらに！この「働き方改革」は残業抑制だけを目指したものではありません。
いわゆる企業の単位時間当たりの「生産性」を向上させ、国力を増強することに主眼があるの
ですから、もはや厚生労働省だけの範疇に事は収まりません。
熾烈なライバル企業との戦いに勝つためには、顧問先の「働かせ方改革」を断行し、顧問先の
「生産性」をあげるための労務管理が必須です。
そのための河野順一流１０大規定例をご紹介します。

監督官大増員時代の残業代請求と是正勧告の現状から問題点・解決策まで
平成の労働法改正、『働き方改革』が叫ばれる現在。
さらに企業に押し寄せる残業代バブルの波

営利団体を顧問先に持つ社労士にとって、助成金などのお金の話を顧問先の事業主にしないこ
とは、逆に信頼を失う結果となります。
また助成金は、労務管理そのものが適法でないと当然に受給できないため、社労士の必要性を
アピールするチャンスですし、現状に即した就業規則が無ければなりませんので
本セミナーで学び、しっかりしたものを助成金と合わせてご提案しましょう。

今後求められるのは、残業代請求をはじめとする
「労働時間」の知識、是正勧告に的確に対応できる力

売上UP!会社にお金を呼び込む！最大1,080万円受給できる
キャリアアップ助成金のノウハウを伝授！

※画像は、今回使用・配布するテキスト・参考資料の数々 (予定 )です。

充実のテキストも
毎回恒例のバージョンアップ！

具体的な数字を用いて、分かり易く解説してい
ます。

最新の法改正についてもしっかりと解説をし、
それに対応した就業規則の規定例を紹介します。

テキストでの解説をもとに数多くの文例を掲載
した。規定集で、具体的に条文を作成できます。

就業規則の各記載事項について、根拠となる法律
の解釈を解説します。
判例を掲載し、具体的な事例について考察します。

2,000ページ以上にもおよぶ、特製テキストでの解説をもとに、数多くの文例を記載した
規定例集で、あらゆるリスクを回避する盤石の就業規則が作成可能となります！！



河 野 順 一 の
就業規則セミナー 働き方改革

※写真は、今回使用・配布するテキスト・参考資料の数々(予定 )です。
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兼業・副業の許可等に関する規定例

在宅勤務型テレワークに関する規定例

有期契約労働者の無期転換に係る規定例

子育て・介護両立支援に関する規定例

「固定残業代制」に関する規程例

「勤務インターバル制」に関する規程例

4 大ハラスメント防止に関する規程例

過労死等の防止に関する規程例

「プレミアムフライデー」に関する規程例

「人事評価」に関する規程例

変形労働時間制・裁量労働制等に関する規程例

「同一労働同一賃金」原則と就業規則の見直し
～点検項目と留意点～  他11大規程例

平成の労働法大改正に
満を持して臨む！
法令学院史上最強のボリュームテキスト！
法改正は、就業規則の改定の提案の端緒となります。
改正の大波から顧問先を守るため、
そして収益を上げるため、提案のためのヒントが満載！！



1978年11月生まれ
「会社と従業員の架け橋になりたい」という想いから、人事労務関連の唯一の国家資格
である社会保険労務士資格を取得。さらに、労働法関連のベースとなる法律的な素養を
高めるため法科大学院に進学した。

法務博士号取得後、企業の人事総務部に勤務するも、より専門性を高めていきたいと考
え、日本橋中央労務管理事務所の門をたたき、業界屈指の著名人である河野順一に師事
労務管理・労使トラブルへの対応の真髄を学んだ。労務管理・労使トラブルへの対応の真髄を学んだ。

数多くの顧問先の開拓・代表主催の有名セミナーや書籍作成への参画などを通じ、着実
に成果を残し、同社では入社最短で取締役に抜擢された。
「就業規則の作成セミナー」に関しては、河野イズムを引継ぎ、憲法・民法・刑法をベ
ースに労働問題についての体系的な解説は定評があり、また助成金等、最新知識をどう
営業に繋げていくのかという観点から特集を担当しており、好評を博している。

桑原　敬 / Takashi Kuwahara
社会保険労務士、NC労務グループ取締役、労務コンサルティング事業部部長
東京法令学院講師、NPO法人個別紛争処理センター理事
NC PARTNERS 専属アドバイザー

1946年8月生まれ
社会保険労務士、行政書士、経営コンサルタント、NC労務グループCEO
河野順一事務所所長、東京法令学院長、NPO法人個別労使紛争処理センター理事長
労働保険事務組合全国企業連盟(厚生労働省認可)専務理事

社会保険労務士の黎明期より、40年の独立開業のキャリアを持つ。

社会保険労務士・行政書士・人材紹介業等、多数の組織からなるNC労務グループの
代表にして、労使紛争解決アドバイザー(商標登録済)として1,000件以上の重篤な労使代表にして、労使紛争解決アドバイザー(商標登録済)として1,000件以上の重篤な労使
トラブルを解決。就業規則を核に、労使双方が社業に邁進できる仕組みづくりを提唱し
幅広く経営全般にかかる指導業務を行っている。

また労働法関連の入門書から専門書まで、200冊以上の著作があり、機関紙上での論
分も多数。そして社労士や弁護士等の専門家、企業の人事労務担当者に向けたセミナー
を開催。

社労士県会や銀行、ロータリークラブ等の各種団体においても公演を行い、そのパワ
フルな語り口、脳裏に刻まれるパフォーマンス、かみ砕いた分かりやすい解説は、聴衆フルな語り口、脳裏に刻まれるパフォーマンス、かみ砕いた分かりやすい解説は、聴衆
を魅了している。平成27年9月には、京王プラザホテルにて「成功者の会」と題して顧
問先等300名以上が参加したパーティーを催し大盛況となった。

　　　　「明日死ぬと思って生きなさい、永遠に生きると思って学びなさい」
マハトマ・ガンジーの言葉を借り、齢70にして最新判例と事例を探求し、身につく解決
能力をあますことなく伝える「就業規則の作成セミナー」は、法律を学んできたもので
もカルチャーショック必至。その魂の講義に、リピーターが続出し、すぐにでも実践で
使えることから、多くは優秀な後進として業界に輩出されている。使えることから、多くは優秀な後進として業界に輩出されている。

河野　順一 / Junichi Kono


